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新型コロナウイルス感染症に係る身体接触を伴う活動及び部活動について（第六報） 

 

 

 

標記のことについて、令和3年8月17日付け教委体第1424号、教委文第1680号、教委高第1496号、教

委特第1175号により通知しているところですが、９月９日に開催された「大分県新型コロナウイルス

感染症対策本部会議」において、本県における感染症状況の評価が依然「ステージⅢ」の状態である

ことが示されましたので、９月２６日まで、下記の事項について引き続き指導願います。 

  

 

記 

 

 

１ 体育授業等の教育活動及び部活動については、可能な限り感染症対策を講じた上で、児童生 

徒の「接触」「近距離での活動」「向かい合っての発声」について可能なものは避け、一定の 

距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして実施すること。 

  この場合においても、感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い学習活動については実施

について慎重に検討すること。 

 

２ 学校外での身体接触を伴う活動については、感染症対策を講じた上で参加すること。 

 

 

※文化活動及び文化部についても同様の扱いとする。 

 

 

《 本件問い合わせ先 》 

       県教育庁 体育保健課  

担当：吉野      

℡０９７－５０６－５６３９    

 


